
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  減価償却資産に該当しない美術品等の改正案         

Ｑ：美術品等が減価償却資産に該当するか

どうかの基準の改正案が出されたそうですが、

どのような内容だったのですか？                              

                                             

Ａ：次のような内容でした。 

【解説】 

さきごろ、国税庁から時の経過によりその

価値の減少しないものに係る区分案が出され

ました。 

主な内容は、次のとおりです。 

 ①古美術品、古文書等以外の美術品等につい

て、従来あった、美術年鑑に登載されている

者が制作した美術品等は、原則として減価償

却資産に該当しないとする判断基準が廃止さ

れます。 

 ②取得価額が１点20万円(絵画は号２万円)未

満の美術品等は減価償却資産として取り扱う

ことができるとする基準を廃止し、100万円以

上のものは、原則として、減価償却資産に該

当しないものとして取り扱われることとなり

ます。 

 ③絵画については、号２万円という基準が廃

止され、他の美術品と同様に取得価額が１点

100万円以上かどうかで判断することとなり

ます。 

 ④取得価額が１点100万円以上のものであっ

ても、時の経過によりその価値の減少するこ

とが明らかなものについては、減価償却資産

として取り扱われます。 
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